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示

〇
生
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護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　
　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

三

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　
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〇
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路
の
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開
始 
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公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 
（
建
築
宅
地
課
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四

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
の
期
日
等 

四

〇
同
時
選
挙
に
お
け
る
投
票
及
び
開
票
の
順
序 

四

〇
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
代
理
者 
五

〇
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時 
五

〇
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

　

選
挙
運
動
に
関
し
支
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
金
額 

五

〇
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
数
（
二
件
） 

五

〇
開
票
事
務
と
選
挙
会
事
務
を
併
せ
て
行
わ
な
い
こ
と 

五

〇
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所 

六

〇
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時 

六

公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
検
定
の
実
施 

六

収
用
委
員
会

〇
相
川
沢
川
十
三
浜
事
件
公
示
に
よ
る
通
知 

八

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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居
宅
療
養
管
理
指
導
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業　

所　

の　

名　

称
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業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

リ
フ
レ
薬
局
多
賀
城
店

多
賀
城
市
中
央
一
丁
目
一
六

－

九

株
式
会
社
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ス
モ

仙
台
市
青
葉
区
立
町
一
番
二
十
三
号

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
三
日

株
式
会
社
ア
サ
ヒ
薬
局

遠
田
郡
涌
谷
町
字
本
町
八
十
四

－

三

株
式
会
社
ア
サ
ヒ
薬
局

遠
田
郡
涌
谷
町
字
本
町
八
十
四

－

三

平
成
二
十
九
年
二
月
一
日

二　

通
所
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ま
ご
こ
ろ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
美
田
園

名
取
市
美
田
園
三
丁
目
一
番
地
の
一

株
式
会
社
シ
ル
バ
ー
サ
ポ
ー
ト

ま
ご
こ
ろ

仙
台
市
若
林
区
遠
見
塚
二
丁
目
二
十
七
番
九
号

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日

三　

居
宅
介
護
支
援

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

和
泉
介
護
サ
ー
ビ
ス

多
賀
城
市
高
橋
四
丁
目
十

－

十
二

株
式
会
社
和
泉
介
護
サ
ー
ビ
ス

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
御
釜
田
百
四
十
三

－

四

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

四　

介
護
予
防
通
所
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ま
ご
こ
ろ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
美
田
園

名
取
市
美
田
園
三
丁
目
一
番
地
の
一

株
式
会
社
シ
ル
バ
ー
サ
ポ
ー
ト

ま
ご
こ
ろ

仙
台
市
若
林
区
遠
見
塚
二
丁
目
二
十
七
番
九
号

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事　

業　

所　

の　

名　

称
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所　

の　
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在　

地

開
設
者
の
名
称

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

ア
イ
セ
イ
薬
局
明
石
台
店

富
谷
市
明
石
台
六
丁
目
一

－

二
十　

株
式
会
社
ア
イ
セ
イ
薬
局

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
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ア
イ
セ
イ
薬
局
多
賀
城
山
王
店

多
賀
城
市
山
王
字
中
山
王
十
三

－

一

株
式
会
社
ア
イ
セ
イ
薬
局

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

す
か
い
薬
局
本
塩
釜
店

塩
竈
市
北
浜
一

－

七

－

六

株
式
会
社Light Sky

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日

Ｊ
Ａ
み
ど
り
の
ふ
れ
愛
福
祉
セ
ン
タ
ー

小
牛
田

遠
田
郡
美
里
町
中
埣
字
夘
時
三
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一

み
ど
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農
業
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同
組
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訪
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入
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介
護

介
護
予
防
訪
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入
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介
護

平
成
二
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九
年
三
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
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第
九
百
二
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
法
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
指

定
し
た
指
定
介
護
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日
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地
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野
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八
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一
日

新

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
野
四
十
番
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の
二

旧

特
定
非
営
利
活
動
法
人
野
の
ゆ
り
ホ
ー

ム

黒
川
郡
富
谷
町
富
ヶ
丘
三
丁
目
十
四
番
一
号

特
定
非
営
利
活
動
法
人
野
の

ゆ
り
ホ
ー
ム

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
野
四
十
番
地
の
二

平
成
二
十
八
年
八
月
一
日

新

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
野
の
ゆ
り
ホ
ー
ム

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
野
四
十
番
地
の
二

旧

あ
ん
暖
手
ナ
ー
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

石
巻
市
三
輪
田
字
新
寺
前
五
十
六
番
地

株
式
会
社
国
土
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ

石
巻
市
三
輪
田
字
新
寺
前
五
十
六
番
地

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

新

石
巻
市
須
江
字
し
ら
さ
ぎ
台
三
丁
目
三
番
八
号　

メ
ゾ

ン
・
ド
・
エ
グ
レ
ッ
ト
Ｂ
一
〇
一
・
一
〇
二

旧

あ
ん
暖
手
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

石
巻
市
三
輪
田
字
新
寺
前
五
十
六
番
地

株
式
会
社
国
土
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ

石
巻
市
三
輪
田
字
新
寺
前
五
十
六
番
地

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
二
日

新

石
巻
市
須
江
字
し
ら
さ
ぎ
台
三
丁
目
三
番
八
号　

メ
ゾ

ン
・
ド
・
エ
グ
レ
ッ
ト
Ｂ
一
〇
一
・
一
〇
二

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
八
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日
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名
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日
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〇
四
一
一
三
〇
〇
四
六
〇

栗
原
市
立
若
柳
病
院

栗
原
市
若
柳
字
川
北
原

畑
二
十
三
番
地
四

短
期
入
所

栗
原
市

平
成
二
十
九
年

十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
鮎
川
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
鮎
川
浜
湊
川
三
七
番
一
七
地
先
か
ら

同
市
鮎
川
浜
南
七
番
四
地
先
ま
で

前
Ａ
　

九
・
九
〜

 

一
七
・
三

六
八
〇
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ａ
後　

　

Ｂ
　

九
・
九
〜

 

一
七
・
三

六
八
〇
・
〇

　

八
・
〇
〜

 

二
五
・
八

六
五
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
三
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
鮎
川
線

石
巻
市
鮎
川
浜
湊
川
三
六
番
一
地
先
か
ら

同
市
鮎
川
浜
南
四
九
番
二
地
先
ま
で

平
成
二
十
九
年

 

十
月
十
三
日

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
森
字
上
畑
二
十
八
番
二

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
森
字
上
畑
二
十
八
番
地

 

髙
橋　

悦
史　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
四
反
田
九
十
番
三
の
一
部

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
松
本
三
十
四
番
地

 

遠
藤　

秀
悦　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
三
号

　

公
職
選
挙
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙（
名

取
選
挙
区
）
は
、
同
法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
宮
城
県
知
事
選
挙

と
同
時
に
執
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

選
挙
す
べ
き
議
員
の
数　

一
人

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
四
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
宮
城
県
知
事
選
挙
及
び
同
時
に
行
う
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
名
取
選
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挙
区
）
の
投
票
及
び
開
票
の
順
序
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

一　

宮
城
県
知
事
選
挙

二　

宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
五
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
名
取
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の

職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

選　

 

挙 　

長　
　

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
三
丁
目
二
一
番
二
号　
　
　
　

中　

鉢　

光　

男

　

同
職
務
代
理
者　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
四
丁
目
二
番
五
六　
　
　
　
　

伊　

東　

陽　

子

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
六
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行

の
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
名
取
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号　

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日　
　
　
　
　
　

午
前
十
時

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
七
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
名
取
選
挙
区
）
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
し
支
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
金
額
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　

候
補
者
一
人
に
つ
き　
　

金
六
、
五
三
四
、
九
〇
〇
円

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
八
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一

項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に

第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求

に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
九
三
九

二 　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
四
三
、
三
六
四

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

　
　

名

取

選

挙

区　
　
　

二
一
、
一
六
四

〇
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
九
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　

三
四
三
、
三
六
四

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
名
取
選
挙
区
）
に
お
け
る
開
票
の
事
務
を
選

挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
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平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
名
補
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
名
取
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
名
取
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選 

挙 

長　
　

中　
　

鉢　
　

光　
　

男　
　
　

　

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号　
　

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所

〇
名
補
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
二
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
名
取
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
名
取
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選 

挙 
長　
　

中　
　

鉢　
　

光　
　

男　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号　

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
九
年
十
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　

午
後
五
時

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
134号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年
法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
23条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　
平
成
29年
10月
13日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
森
山
　
博
　
　

１
　
検
定
に
係
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

　
⑴
 　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い

う
。）
第
１
条
第
１
号
に
規
定
す
る
空
港
そ
の
他
の
飛
行
場
に
お
い
て
航
空
機
の
強
取
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒

し
、
防
止
す
る
業
務
（
航
空
機
に
持
ち
込
ま
れ
る
物
件
の
検
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
空
港
保
安
警
備
業

務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑵
 　
検
定
規
則
第
１
条
第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る

業
務
（
機
械
警
備
業
務
及
び
空
港
保
安
警
備
業
務
を
除
く
。
以
下
「
施
設
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級

及
び
２
級

　
⑶
 　
検
定
規
則
第
１
条
第
３
号
に
規
定
す
る
人
の
雑
踏
す
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防

止
す
る
業
務
（
雑
踏
の
整
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
雑
踏
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２

級

　
⑷
 　
検
定
規
則
第
１
条
第
４
号
に
規
定
す
る
工
事
現
場
そ
の
他
人
又
は
車
両
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る

負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
交
通
の
誘
導
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
交
通
誘
導
警

備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑸
 　
検
定
規
則
第
１
条
第
５
号
に
規
定
す
る
運
搬
中
の
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
の
発
生
を
警

戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑹
 　
検
定
規
則
第
１
条
第
６
号
に
規
定
す
る
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の

事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
以
下
「
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２

級

２
　
実
施
期
日

　
⑴
　
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
一
部

　
　
　
平
成
30年
１
月
９
日
（
火
）
午
前
９
時
30分
か
ら

　
　
※
 実
技
試
験
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
施
設
、
雑
踏
、
交
通
誘
導
及
び
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
各
２
級
の
学
科
試

験
合
格
者
に
つ
い
て
実
施
（
負
傷
者
の
救
護
、
護
身
方
法
）

　
⑵
　
実
技
試
験

　
　
　
平
成
30年
１
月
22日
（
月
）
空
港
保
安
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

　
　
　
平
成
30年
１
月
23日
（
火
）
施
設
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

　
　
　
平
成
30年
１
月
24日
（
水
）
交
通
誘
導
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

　
　
　
平
成
30年
１
月
25日
（
木
）
雑
踏
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

　
　
　
平
成
30年
１
月
26日
（
金
）
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

　
　
　
平
成
30年
１
月
29日
（
月
）
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

　
　
※
上
記
各
実
施
日
に
つ
い
て
午
前
９
時
30分
か
ら

３
　
実
施
場
所

　
⑴
　
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
一
部

　
　
　
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
　
宮
城
県
警
察
本
部
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⑵
　
実
技
試
験

　
　
　
宮
城
県
多
賀
城
市
明
月
２
－
２
－
１

　
　
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
宮
城
多
賀
城
実
習
場

４
　
受
検
人
員

　
　
当
該
警
備
業
務
各
種
別
の
１
級
及
び
２
級
全
体
で
30人

５
　
受
検
対
象
者

　
⑴
　
当
該
警
備
業
務
各
１
級

　
　
 　
宮
城
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

　
　
ア
 　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
警
備
業
務
の
種
別
に
つ
い
て
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
受
検
申
込

日
に
お
い
て
１
年
以
上
で
あ
る
も
の

　
　
イ
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
前
記
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

　
⑵
　
当
該
警
備
業
務
各
２
級
　

　
　
　
宮
城
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員

６
　
検
定
内
容

　
 　
当
該
警
備
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
（
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者

に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。）

７
　
事
前
申
込
み

　
⑴
　
受
付
専
用
電
話

　
　
 　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を

受
け
付
け
る
（
氏
名
、
年
齢
、
住
所
、
連
絡
先
電
話
番
号
、
勤
務
先
、
前
記
５
の
審
査
対
象
者
に
該
当
す
る
項
目

に
つ
い
て
聴
取
）。

　
　
 　
な
お
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。

　
⑵
　
受
付
期
間

　
　
 　
平
成
29年
12月
11日
（
月
）
か
ら
同
月
15日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
12月
11日
か
ら
14日
ま
で
は
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）
と
す
る
。

　
　
 　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

８
　
受
検
申
請
手
続

　
 　
事
前
申
込
み
を
行
い
予
約
番
号
を
取
得
し
た
方
は
、
次
に
よ
り
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

　
⑴
　
申
請
受
付
期
間

　
　
 　
平
成
29年
12月
18日
（
月
）
か
ら
同
月
22日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

　
⑵
　
申
請
書
の
提
出
先

　
　
 　
事
前
申
込
み
の
際
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
生
活
安
全
課
で
受
付
す
る
こ
と
。

　
　
 　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
検
定
申
請
書
（
検
定
規
則
別
記
様
式
第
１
号
）
　
１
通

　
　
イ
 　
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
内
の
住
所
を
疎
明
す
る
書

面
　
１
通

　
　
ウ
 　
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
生
活
安
全
課
に
提
出
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
所
に

属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
エ
 　
前
記
５
－
⑴
－
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
警
備
業
務
２
級
に
係
る
合
格
証

明
書
の
写
し
及
び
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務

従
事
証
明
書
。
た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
警
備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
－

⑴
－
ア
に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
　
１
通

　
　
オ
　
前
記
５
－
⑴
－
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
１
級
検
定
受
検
資
格
認
定
書
　
１
通

　
　
カ
 　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
。）
　
２

葉

　
⑷
　
受
検
手
数
料

　
　
 　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
66の
項
に
基
づ
き
、

　
　
ア
　
空
港
保
安
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
 

16,000円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
イ
　
施
設
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
 

16,000円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ウ
　
雑
踏
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
 

13,000円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
エ
　
交
通
誘
導
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
 

14,000円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
オ
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
 

16,000円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
カ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
 

16,000円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
申
請
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

９
　
検
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

　
 　
検
定
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
を
受
験
す
る
と
き
は
、
検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付

す
る
受
検
票
を
持
参
す
る
こ
と
。
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収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
34号

　
相
川
沢
川
十
三
浜
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
46条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通

知
す
べ
き
次
の
書
類
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
来
局
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。

　
　
平
成
29年
10月
13日

 
宮
 城
 県
 収
 用
 委
 員
 会
　
　
　

１
　
通
知
す
べ
き
書
類

　
　
平
成
29年
９
月
27日
付
け
宮
収
第
21号
　
審
理
の
開
始
に
つ
い
て
の
通
知
書

２
　
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　
小
山
　
浩
一
　
住
所
・
常
居
所
不
明
　

　
　
　
　
　
　
　
　
 た
だ
し
，
住
民
票
の
住
所
「
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和
２
丁
目
44番
地
２
　
ニ
ュ
ー
プ
リ

ン
ス
301号

」

　
　
　
　
　
　
　
　
 な
お
，
登
記
簿
上
の
住
所
「
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
東
浦
和
二
丁
目
44番
地
２
」

10　
そ
の
他

　
　
検
定
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3054・

3055
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